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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第79期

第１四半期累計期間
第80期

第１四半期累計期間
第79期

会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年６月30日

自 2022年４月１日
至 2022年６月30日

自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

売上高 (千円) 1,977,523 1,799,509 12,909,735

経常利益(△は経常損失) (千円) △73,268 △276,594 1,095,756

四半期(当期)純利益
(△は四半期(当期)純損失)

(千円) △71,491 △200,231 763,789

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 866,350 866,350 866,350

発行済株式総数 (株) 2,602,500 2,602,500 2,602,500

純資産額 (千円) 6,531,980 6,928,703 7,641,856

総資産額 (千円) 8,985,174 9,506,767 10,860,140

１株当たり四半期(当期)純利益
(△は１株当たり四半期
(当期)純損失)

(円) △29.53 △81.27 312.19

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 220.00

自己資本比率 (％) 72.7 72.9 70.4

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期累計期間につきましては、新型コロナウィルス感染症の影響に加え、ロシア・ウクライナ情勢や円

安の進行、エネルギー価格を始めとする物価上昇など不安定な経済情勢にありましたが、港湾、ＲＣおよび地中事

業案件を中心に堅調に出件され、受注高は前年同期に比べ431百万円増の3,928百万円となりました。

売上高は前年同期に計上された大型案件の反動により同178百万円減の1,799百万円となりました。この結果、受

注残高は期首より2,129百万円増の5,148百万円となりました。

損益面では、売上高が第３四半期及び第４四半期会計期間に偏る事業特性に加え、主要原材料やエネルギー価格

の上昇、本社移転関連費用を計上したことより、当第１四半期累計期間では276百万円の経常損失（前年同期は73百

万円の損失）、200百万円の四半期純損失（前年同期は71百万円の損失）となりました。

各セグメントの概況は以下のとおりです。

港湾事業につきましては、期初より前年に近い堅調な出件があり、受注高は前年同期に比べ130百万円減の2,229

百万円となり、売上高は同111百万円減の997百万円となりました。

地中事業につきましては、周期的な需要の低迷から上向き、受注高は前年同期に比べ50百万円増の740百万円とな

り、売上高は同38百万円増の265百万円となりました。

陸上事業につきましては、受注高は前年同期に比べ93百万円増の249百万円となり、売上高は同17百万円増の159

百万円となりました。

その他につきましては、受注高は前年同期に比べ417百万円増の709百万円となったものの、売上高は同122百万円

減の377百万円となりました。

当第１四半期末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ1,353百万円減の9,506百万円となりました。主な

減少要因は受取手形、電子記録債権、完成工事未収入金、売掛金及び契約資産の減2,199百万円であり、主な増加要

因は関係会社預け金の増301百万円、未成工事支出金及びその他の棚卸資産の増548百万円であります。

負債につきましては、同640百万円減の2,578百万円となりました。主な減少要因は工事未払金の減199百万円、賞

与引当金の減430百万円、流動負債その他に含まれる未払法人税等の減263百万円であります。

純資産につきましては、同713百万円減の6,928百万円となりました。主な減少要因は配当金の支払い542百万円及

び四半期純損失200百万円による利益剰余金の減742百万円であります。

(2) 資本の財源及び資金の流動性について

当社は、運転資金、設備投資資金及び株主還元のための資金につき、すべて内部資金で賄っており、有利子負債

はございません。当第１四半期会計期間末の現金及び現金等価物の残高は3,484百万円であり、上記の資金需要に対

して十分な流動性を確保しております。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当社が対処すべき事業上及び財務上の

課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発費は、総額で44百万円であります。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 9,510,000

計 9,510,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年６月30日)

提出日現在発行数
(株)

(2022年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,602,500 2,602,500
東京証券取引所
スタンダード市場

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式で
あり、単元株式数は100株で
あります。

計 2,602,500 2,602,500 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年４月１日～
2022年６月30日

― 2,602,500 ― 866,350 ― 753,385

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2022年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2022年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 138,600 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,458,900 24,589 ―

単元未満株式 普通株式 5,000 ― ―

発行済株式総数 2,602,500 ― ―

総株主の議決権 ― 24,589 ―

② 【自己株式等】

2022年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ナカボーテック
東京都中央区新川
２－５－２

138,600 ― 138,600 5.32

計 ― 138,600 ― 138,600 5.32

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (2007年内閣府令第63号)

に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(1949年建設省令第14号)に準じて記載しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(2022年４月１日から2022年６月

30日まで)及び第１四半期累計期間(2022年４月１日から2022年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について有限責任

あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社はありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 913,259 771,123

受取手形 782,551 665,480

電子記録債権 447,846 379,252

完成工事未収入金 ※ 2,842,704 ※ 1,030,936

売掛金及び契約資産 626,225 424,613

商品及び製品 471,791 545,590

未成工事支出金 186,790 644,451

材料貯蔵品 94,100 110,995

関係会社預け金 2,412,085 2,713,359

その他 176,710 225,690

流動資産合計 8,954,065 7,511,493

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 295,095 275,942

その他（純額） 383,321 397,116

有形固定資産合計 678,417 673,059

無形固定資産 28,410 26,619

投資その他の資産

繰延税金資産 539,085 606,799

その他 672,027 700,660

貸倒引当金 △11,865 △11,865

投資その他の資産合計 1,199,247 1,295,594

固定資産合計 1,906,075 1,995,273

資産合計 10,860,140 9,506,767

負債の部

流動負債

工事未払金 673,682 474,177

買掛金 241,540 246,732

契約負債 90,083 75,887

完成工事補償引当金 16,951 18,939

工事損失引当金 32,611 87,843

賞与引当金 550,000 120,000

資産除去債務 49,500 49,500

その他 510,370 436,118

流動負債合計 2,164,739 1,509,198

固定負債

退職給付引当金 968,548 980,063

役員退職慰労引当金 75,375 79,682

資産除去債務 8,894 8,937

その他 725 181

固定負債合計 1,053,544 1,068,864

負債合計 3,218,283 2,578,063
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(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 866,350 866,350

資本剰余金 870,126 870,126

利益剰余金 6,286,150 5,543,864

自己株式 △489,062 △489,062

株主資本合計 7,533,564 6,791,277

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 108,292 137,426

評価・換算差額等合計 108,292 137,426

純資産合計 7,641,856 6,928,703

負債純資産合計 10,860,140 9,506,767
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高

完成工事高 1,570,750 1,242,742

製品等売上高 406,772 556,767

売上高合計 ※ 1,977,523 ※ 1,799,509

売上原価

完成工事原価 1,368,259 1,216,351

製品等売上原価 230,094 355,695

売上原価合計 1,598,353 1,572,046

売上総利益

完成工事総利益 202,491 26,391

製品等売上総利益 176,678 201,071

売上総利益合計 379,170 227,462

販売費及び一般管理費 462,658 510,008

営業損失（△） △83,488 △282,545

営業外収益

受取利息 3,119 1,273

受取配当金 3,708 1,961

受取賃貸料 2,310 2,346

その他 1,082 1,453

営業外収益合計 10,220 7,035

営業外費用

譲渡制限付株式報酬償却 ― 1,024

その他 0 59

営業外費用合計 0 1,083

経常損失（△） △73,268 △276,594

特別損失

固定資産除却損 45 0

特別損失合計 45 0

税引前四半期純損失（△） △73,314 △276,594

法人税、住民税及び事業税 △1,823 △76,362

法人税等合計 △1,823 △76,362

四半期純損失（△） △71,491 △200,231
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(原価差異の繰延処理)

定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されており、

原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。

　 （税金費用の計算）

税金費用につきましては、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算

する方法によっております。

(四半期貸借対照表関係)

※ 前事業年度末及び当第１四半期会計期間末における完成工事未収入金には、完成工事高から生じた契約資産が含

まれております。

(四半期損益計算書関係)

※ 売上高の季節的変動

前第１四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自 2022年４月１

日 至 2022年６月30日)

当社の売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半期会計期間に集

中していること、また、工事原価が第３四半期会計期間以降に多く発生する傾向があることにより、第１及び第２

四半期会計期間における売上高に比べ、第３及び第４四半期会計期間の売上高が多くなる傾向があります。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

減価償却費 19,950千円 37,284千円

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年６月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 798,818 330 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 2022年４月１日　至 2022年６月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月29日
定時株主総会

普通株式 542,055 220 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)

合計
港湾 地中 陸上 計

売上高 1,108,627 227,100 141,914 1,477,641 499,882 1,977,523

セグメント利益又は損失(△) 212,436 42,440 63,964 318,841 60,328 379,170

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国際事業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 318,841

「その他」の区分の利益又は損失(△) 60,328

全社費用(注) △462,658

四半期損益計算書の営業損失 83,488

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 2022年４月１日　至 2022年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)

合計
港湾 地中 陸上 計

売上高 997,234 265,476 159,354 1,422,064 377,445 1,799,509

セグメント利益又は損失(△) 161,429 32,344 66,970 260,744 △33,281 227,462

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国際事業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 260,744

「その他」の区分の利益又は損失(△) △33,281

全社費用(注) △510,008

四半期損益計算書の営業損失 282,545

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第１四半期累計期間（自 2021年４月１日　至 2021年６月30日）

収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)２

合計
港湾 地中 陸上 計

一時点で移転される財 686,918 164,113 141,914 992,946 170,890 1,163,836

一定の期間にわたり移転され
る財(注)１

421,708 62,986 ― 484,695 328,992 813,687

顧客との契約から生じる収益 1,108,627 227,100 141,914 1,477,641 499,882 1,977,523

売上高 1,108,627 227,100 141,914 1,477,641 499,882 1,977,523

(注) １．収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義

務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサ－ビスに含めて

おります。

２．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国際事業等を含んでおります。

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)

合計
港湾 地中 陸上 計

工事 829,914 202,758 43,780 1,076,452 494,298 1,570,750

製品等 278,712 24,342 98,134 401,188 5,584 406,772

顧客との契約から生じる収益 1,108,627 227,100 141,914 1,477,641 499,882 1,977,523

売上高 1,108,627 227,100 141,914 1,477,641 499,882 1,977,523

(注) その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国際事業等を含んでおります。

当第１四半期累計期間（自 2022年４月１日　至 2022年６月30日）

収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)２

合計
港湾 地中 陸上 計

一時点で移転される財 688,832 160,721 159,354 1,008,907 28,731 1,037,639

一定の期間にわたり移転され
る財(注)１

308,401 104,754 ― 413,156 348,713 761,870

顧客との契約から生じる収益 997,234 265,476 159,354 1,442,064 377,445 1,799,509

売上高 997,234 265,476 159,354 1,442,064 377,445 1,799,509

(注) １．収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義

務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサ－ビスに含めて

おります。

２．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国際事業等を含んでおります。
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財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)

合計
港湾 地中 陸上 計

工事 599,937 239,836 42,665 882,438 360,303 1,242,742

製品等 397,296 25,639 116,689 539,625 17,141 556,767

顧客との契約から生じる収益 997,234 265,476 159,354 1,442,064 377,445 1,799,509

売上高 997,234 265,476 159,354 1,442,064 377,445 1,799,509

(注) その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国際事業等を含んでおります。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

１株当たり四半期純損失 29円53銭 81円27銭

(算定上の基礎)

四半期純損失(千円) 71,491 200,231

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失(千円) 71,491 200,231

普通株式の期中平均株式数(千株) 2,420 2,463

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年８月５日

株式会社ナカボーテック

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 永 峯 輝 一

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田 原 諭

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ナカボ

ーテックの2022年４月１日から2023年３月31日までの第80期事業年度の第１四半期会計期間（2022年４月１日から2022

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ナカボーテックの2022年６月30日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認めら

れなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
　

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は四半期報告書提出会社が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

　


